
臨
時
福
祉
給
付
金
と
は
？

　

消
費
税
率
引
き
上
げ
に
よ
る
影
響
を
緩
和

す
る
た
め
、
所
得
の
少
な
い
方
に
対
し
て
、

制
度
的
な
対
応
を
行
う
ま
で
の
間
の
、
暫
定

的
・
臨
時
的
な
措
置
と
し
て
実
施
す
る
も
の

で
す
。

支
給
対
象

　

原
則
、
平
成
28
年
１
月
１
日
時
点
で
西
条

市
に
住
民
票
が
あ
り
、
平
成
28
年
度
市
民
税

（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方
。

　

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
場
合
な
ど
は
、

支
給
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

○
ご
自
身
を
扶
養
し
て
い
る
方
に
平
成
28
年

度
市
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い

る
場
合

○
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者
と
な
っ
て
い

る
場
合

支
給
額
（
１
回
の
み
支
給
）

　

支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き
３
千
円

障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者
向
け

給
付
金
と
は
？

　

賃
金
引
き
上
げ
の
恩
恵
が
及
び
に
く
い
低

所
得
の
年
金
受
給
者
を
支
援
す
る
た
め
、
暫

定
的
・
臨
時
的
な
措
置
と
し
て
実
施
す
る
給

付
金
（
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付

金
）
で
、
今
回
の
申
請
受
付
は
、
所
得
の
低

い
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者
を
対
象
と

し
た
も
の
で
す
。

支
給
対
象

　

平
成
28
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
の
支
給
対

象
者
の
う
ち
、
平
成
28
年
５
月
分
の
障
害
基

礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
等
を
受
給
さ
れ
て

い
る
方
。

　

た
だ
し
、
低
所
得
の
高
齢
者
向
け
給
付
金

を
受
給
さ
れ
た
場
合
は
、
支
給
対
象
に
な
り

ま
せ
ん
。

支
給
額
（
１
回
の
み
支
給
）

　

支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き
３
万
円

各
給
付
金
の
申
請
方
法

　

支
給
対
象
と
思
わ
れ
る
方
（
世
帯
）
に
、

申
請
書
（
請
求
書
）
と
案
内
チ
ラ
シ
を
８
月

下
旬
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
申
請
書
が
届
い

た
ら
、
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

申
請
は
、
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
・

押
印
し
、
次
に
掲
げ
る
必
要
書
類
を
添
付
し

て
、
市
へ
郵
送
す
る
か
、
市
の
受
付
窓
口
へ

直
接
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類
（
申
請
書
に
添
付
）

○
支
給
対
象
者
全
員
分
の
運
転
免
許
証
ま
た

は
保
険
証
な
ど
の
コ
ピ
ー
（
本
人
確
認
書

類
）

○
給
付
金
を
受
け
取
る
口
座
の
通
帳
ま
た
は

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
コ
ピ
ー

申
請
期
間

　

平
成
28
年
９
月
１
日
㈭
～
平
成
29
年
２
月

28
日
㈫

注
意
事
項

○
申
請
受
付
後
、
支
給
の
可
否
を
審
査
し
ま

す
。

○
給
付
金
の
支
給
後
に
、
支
給
対
象
で
な
い

こ
と
が
判
明
し
た
場
合
は
、
給
付
金
を
返

還
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
Ｄ
Ｖ
（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン

ス
）
被
害
者
の
方
の
手
続
き
に
つ
い
て

は
、
別
途
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金
に

は
、
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者
向
け

給
付
金
の
ほ
か
、
低
所
得
の
高
齢
者
向
け

給
付
金
が
あ
り
ま
す
。
低
所
得
の
高
齢
者

向
け
給
付
金
の
申
請
受
付
は
、
終
了
し
て

い
ま
す
。

○
給
付
金
を
よ
そ
お
っ
た
「
振
り
込
め
詐

欺
」
や
「
個
人
情
報
の
詐
取
」
に
ご
注
意

く
だ
さ
い
。
市
や
厚
生
労
働
省
の
職
員
が

電
話
や
訪
問
に
よ
っ
て
、
世
帯
構
成
や
銀

行
口
座
の
番
号
な
ど
の
個
人
情
報
を
照
会

す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

各
給
付
金
の
受
付
窓
口
・
問
合
せ

○
市
庁
舎
本
館
１
階

　

臨
時
福
祉
給
付
金
事
務
局

　

℡
０
８
９
７

－

５
２

－

５
７
８
６

○
各
総
合
支
所

　

臨
時
福
祉
給
付
金
受
付
窓
口

　

℡
０
８
９
８

－

６
４

－

２
７
０
０
（
東
予
）

　

℡
０
８
９
８

－

６
８

－

７
３
０
０
（
丹
原
）

　

℡
０
８
９
８

－

７
２

－

２
１
１
１
（
小
松
）

○
厚
生
労
働
省 

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

℡
０
５
７
０

－

０
３
７

－

１
９
２

　
　
　
　
（
オ
ー
！
み
な
い
い
き
ゅ
う
ふ
）
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平
成
28
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
と

障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者
向
け

給
付
金
の
申
請
受
付
を
開
始

申
請
期
間　

９
月
１
日
〜
平
成
29
年
２
月
28
日

給付金をかたる

振り込め詐欺・個人情報詐取に

ご注意ください！

不審な電話や郵便があったら
市や警察署、または

警察相談窓口電話 ♯9110 へ
ご連絡ください！

厚生労働省給付金キャラクター「カクニンジャ」


